
基本的な論点（3）「議会と執行機関の関係」に関する検討項目についての協議結果
1 

基本的な論点 論点に対する会派等
会派等提出の検討項目（詳細）

提出（の検討項）目
提案

協議結果

大分類 中分類
抽象化 項目 検討内容 備考

会派

議案説明の場本の設置について
現状では、 会議での議案上程時に提案理由説明を行っているほ

か、議案発送にあわせ各会派に対し、予算研究会や議案説明を行つ
ているが、その他に新たな説明の場の必要性について協議した結
果、理f王どおUfi2こと堂舎会一致f::ti2工法草I.di;;,
なお、議会活動への理解を深める上でも市民に対し議案に関する

資料などによる情報提供を進めていく必要がある。

2 委員長報告及び委員長報告に対する質疑について
委員会の審査結果は報告書を配付し、委員長口頭報告は予算特別

委員会・決算特別委員会を除き行コておらず、また、これらの報告
に対する質疑は行っていないが、委員長の口頭報告の実施や委員会

①首長等の提
a.形式（全般） 公明 本会議 本会議の形式

報告に対する質疑の実施について協議した結果、

案説明 〈多数意見〉
委昌長口頭報告及び部告に対玄j皇室経についで11..＞！！符どお日とするa

｛少数意見〉
全委員会に所属できない会派等の理解を深めるために実施する。

との意見に分かれたが、客数意見をもって決jf'した．

3 大型モニターの設置について
審議の都合上（一問一答方式の導入や審議資料の映写など）から

大型モニターの必要性について協議した結果、設置する必専はない
こと量全会－ii(室主2I法定」たa

1 趣旨確認の導入及おびら市ず答長等への反問権の付与について
現状では認めて 弁者の判断により答弁されているが、

趣旨確認や反問権について協議した結果、

みんな
議会と行 議会と行政の関係について（二元代表制における役割を明確にするた 市長への反問権の付与 ｛多数意見｝
政 めに）

(3）議会と執
室経・宜閏11..市長等包答盆者金市医にわ岳Uや主王fi2こと

は当然のことであり、現状の答弁において剖揺は界られていない
行機関の関係

a.答弁者による趣旨
ζと虫、~.瑠丘どお日とする。

確認（反問権）
．．．．．．．．．．・・－－－－白ー司ーーー司ーー 司『曙司『司『 ・ーーーーーーーーーーーーーー，ー，ー『司司’ー・－－－鴨明司『ー－－司E『－－『Eー－ー－『E’EーEーEーEー－ー－・－ー－ー－ー－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ーーーー『『咽圃．ー－－－－－司ーーーー－－－－－－司ーーー哩『哩・・・・・・・・・・・・・・・』・・ーーーー司””・・・

〈①②少趣趣数意見〉旨確認は、質疑と答弁がかみ合うための制度として、実施する。
旨確認、反問権とも市長との議論を深めるために必要であり、

実施する。なお、必要な時間に関しては、発言持ち時間外とする

当局 本会議 答弁者から質問者に対する質問の趣旨確認導入
などの検討が必要である。

との意見に分かれたが、多数意男手もって決定した。

質疑・質問の形態について
一括方式で実施している本会議での質疑・質問を審議上、質問者

②質疑 ノ 本会議におけるー問ー答方式への変
が一括方式、分割方式、一問一答方式の質問形態を選択することに

民主 本会議 質疑・質問方法 更。
ついて協議した結果、

Ci'H!!fiどお日とするa

（宮〕ー梧左主主，盆劃左誌2 一問一答左誌＠選m割とI.!工芸栴す,2,
．．．．．．．．．．ー・・・・・・・・．．．．．．・－－－－－－－・ーー司『明司．．．．．． 胃司ー司ーーーーーーー曲ー・・・・・・・・・・・・・・・ ーーー－－－司『『．．．．．．．．．．．．．．． －－－『・・・・・『胃・・ー・・－－－胃司司ー．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・a値白『－－－－骨帽明． ®~Th量まL自2I韮主主白3己主鐙，塞ずl主ー梧左i\':と俳書l防T茸＠選留置ll:I.'.

実施するの

b一問一答 みんな
議会と行 議会と行政の関係について（二元代表制における役割を明確にするた 一問一答方式の実施

との意見に分かれたため、引者続者協議するこ台署名決定しF合

政 めに）
2 質疑・質問の形態に即した議場の改修について

本会議での質疑・質問の形態により、質問者と答弁者の対面式や

ーー－ーー・ー『胆司ーー” 司胃開明．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・EーEー－ー－・ーEーEーEーEーEーEーEーEーEーEー－ー－・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・値・・ー・ーーーーーーーーーーーー司ー．．．．．．． －－－－－－『司司ーー司－－－－ーー・・・・・・ーーーーー司司．，同『・・『・・・・・・・・ーーー・・・・・ 自席発言などが考えられるが、どの程度までの改修が必要かについ
て協議した結果、

(j)理符ど2五日とす盈a

当局 本会議 自席での「一問一答方式」導入 ＠）玄室:2範圏玄改修主:2,
③最低限の改修手宇る。

との意見に分かれたため、引室結童箇謹主盃こι量i央室」色a
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品説首長｜②質疑 c質問回数・質問時
間

民主 本会議

項目 検討内容十 備考
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本会議

一般質問の回数拡大

発言持ち時間

本会議等で1人が発言する時間を制限す
べき（例えば20分以内）．よって大会
派は発言者数が増える。

一一一一一一一一ーーーーー一一l一一一－－－－！・－－－－－－一一一・4一一一一一一一－－－－－－－－一一一一一一一一一一一一一

1 責雇つ二蔽責問の回数及び発言持時間制のあり方Tこついて
（意見）
・質疑、一般質問の日数は、その中身やわかり易さ等を工夫したう
えで議論する必要がある。また、発言持時間もまずは段階を踏み
いろいろな取り組みを行い、次にどうするか考えていくべきであ

急会日程等さまざまな議会日程があり、質疑質問日数の拡大
は慎重に検討すべきであり、持ち時間もそれにリンクするものと
考える。

・回数や持時間の長い他都市では、副市長や局長の答弁が多い、横
浜市会では市長が答弁しており、これは大切にしなければいけな
い。単に日数を培やすという議論ではなく、質問・答弁の内容や
質など議会力をどうやって担保していくのかを考えながら議論す

べきである。
・議会はやはり違う意見があってこそ、よりよい解決策が見出され
ていくということを考えると、特に少数会派の場合は、単に人数
割で1人約2分程度ということだと議論が難しい。最低限の配分
時間は必要であり、以前の会派割と人数割で持時間とするあり方
に戻すべきで、その上で 1日の会議時聞が長くなるようなら 2日
間にすることであれば、 j;ilj市長や局長が答弁することにはならな
いのではないか。

・一般質問の日数を増やすだけでも拘束する職員の人件費の増など
が考えられる。

いろいろ拡大すればそれだけ経費がかかるという部分もある、
インターネット中継の視聴者から寄せられる意見等をヒアリング
しながら検討していくべきである。

・横浜市は 18行政区あり、 37 0万人の市民から負託を受けてい
ることから、特に少数会；mの持ち時間は増やすべきで、 1人約2
分程度ではなく、最低限の発言の機会を確保するうえから、以前
の算出方法にした方が議論も深まる。

などの意見があり、質疑・一般質問の回数及び発言持時間制のあ
り方については、これまでも市会運営委員会で包括的に会議日程な
どを踏まえ、議論されてきた経緯があることから、質疑・質問の形
態についての協議結果とあわせ、当調奇特別季旨舎における煮界を
甫令運営季昌舎に紐舎し‘協議事与依頼するこJ，亭全企一基金詐もって

法.'¥f:..k孟』（平成24年9月21日開催の委員会で決定）

ピ

六産

－議案関連質疑：現在は、議案数にか
かわらず会派所属人数に応じた時間で
あり、十分な質疑が行えないため、時
間制限を設けない。
・予算代表質疑会派を代表した予算
に対する質問とし、 2～3日間にわ
たって行い、基礎時間（20分程度）＋
所属人数に応じた時間とする。
・一般質問：市政一般に対する議員個
人の質問とし、答弁も含めて1人30分
とする。期間は3～5日間とする。
・全ての会派が全ての委員会に所属す
るわけではないので、委員長報告に対
する質疑を設け、時間制限を設けな
い。
・質疑・質問には、一問一答の質疑方
式を導入する。
・議決に先立って行う討論には、時間
制限を設けない。

2 



地方自治法第96条第2項による議決事件の追加について

＜議会基本条例制定 30都市（平成24年11月頼見在）＞

地方自治法（抜粋）

第96条（略）
2 前1期こ定めるものを除くほれ普通地方弘明団体は、条例で普通地方弘明団休に関する事件（法定

受託事務に係るものにあっては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものと

することが適当でないものとして政令で定めるものを除く。）につき議会の議決すべきものを定める

三品宝童ふ

』凪
1 議会基本条例で規定

<15都市＞

(1）具体的に

議決対象明示

<3都市＞

(2）具体的に

は君ljの条例

で定める旨

』巴
2 ~ii夫事件指定完封列、

計臨葺決条例で規定

<24都市＞

を規定 : うち、議会担宅相対こ基ヨく l
<12都市＞・~－＋－... ~・h・・＋く 11 者i姉＞

' ※桝l盟県のみ未制定 : 

"20柵＞

l一一一司邑」

i <4都市＞.l・v

3 規定条例なし

く2都市＞

計画を議決事件としている I <4都市＞

2 

｜：［計一…｜（誠亮事件の例忌委員会日〉証人喚問にカゆる費用剤賞など

」ー－・ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一ー一一也一一一一

議i却す象となる計画等の範囲

【道府県】＜15lf附＞ 【政令市】＜B都市＞

基本構想
<7都市＞

行政全般に係る基本的な計画
<15都市＞

行政全般に係る基本的な計画
<B都市＞

各分野における基本的な計画
<11都市＞

各分野l、おける基本的な計画
く1都市＞

計画策定等に係る讃会の関与0聾決を除く）

1 議会基本剣列でま慰霊 ｜作成的知こおける融への説明 <11都市＞

(1)立案過程における議会への報告 <e都市＞
2 議決事件指定剣列、

｜（団状況の齢への報告 <11都市＞
計画議決釘列で規定

(3）議会が首長等へ意見 <16都市＞

与関

｜｜ 



4砂議会基本条例制定都市における議決事件等規定状況一覧 資料

地方自治法第96条第2r頁 議決対象とtJる 計画策定等に係る
に関する規定 計画等の範囲 議会の関与（議決を除〈）

＜参考1> ＜参考2> ＜参考3>

都市名 1 (1) 1(2) 2 3 1 2 3 4 議会 議決事件指定条例、基本
（議会基本条例 議会基本条例 議決 条例 計画議決条例

制定順） に規定 事件
行政 各分野指定
全般に における 議決対象 1 (1) 2(1) 2(2) 2(3) 

具体的 ;llJI~ 条例、 条例 基本 係る 基本的 とtJ.る

条例で 計画 芯し 構想 基本的 な計画
計画の 作成時

立案
実施 首長lこ議決

定める 議決
な計画 （※） 

計画期間 等におけ 過程
状況 等への対象を 旨を 条例 る説明 における
の報告 意見明示 規定 を制定 報告

二重県 。 。ム
福島県 。 。
神奈川県 。。 。ム 5年以上 。 。
岩手県 。。 。ム 。。。
大阪府 。 。
大分県 。。 。ム 5年以上 。。。
宮城県 。。 。。5年以上 。
北海道 。
長野県 。。 。 。。。。
両知県 。 。

道 石川県 。 。 。。。。
府

鹿児島県 。 。
県

奈良県 。 。。5年以上 。。
京都府 。 。ム 3年以上 。。。
広島県 。 。
愛媛県 。 。
兵庫県 。 。ム 5年以上 。。
長崎県 。 。。2年以上 。 。
群馬県 。。 。ム 5年以上 。 。
沖縄県 。
宮崎県 。 。ム 3年以上 。。
鳥取県 。

小言十（都市数） 1 7 18 2 。15 11 9 8 6 8 12 

川崎市 。 。ム 。
政

さいたま市 。。 。。 。。。
名古屋市 。。 。。 。。。

メ~、

指 広島市 。 。。
疋｛ 

新潟市 。。 。。 。 。。
都

北九州市 。。 。。 。 。
市

神戸市 。 。。 。
静岡市 。。 。。

ノト言十（都市数） 2 5 6 。7 8 1 。 3 3 3 4 
合計（都市数） 3 12 24 2 7 23 12 9 11 9 1 1 16 

※ム＝議決対象をl特に重要なもあ〕写正直言



＜参考1>
地方自治法第96条第2項に関する規定

11 議会基本条例に規掴

（注）＠＝議会基本条例、．＝その他の条例

<15都市＞

( 1 ）具体的に議決対象を明示

<3都市＞

大岡荷、川崎市、神戸市

。大阪府義会基本条例 C抜粋） （平成21年3月27日剣担j第59号）
樹立的f晶画。コ議対

第十四条地方自制宏（Bll和二十二相会律第六十七号）第九十アJ悌三項じて規定により、開7政の封郊こ係る
政策及ひ脅闘の基柏甘な苅珂を総合的カミつ本系的に定める計画ι策定変更文は鳳止は、議会の議決寸べき

事件とする。

－－－－－－－－』－－－『同－、: （。
G詣夫事イ牛） 

第8条地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決ナベき朝唱え次のとおりとする。
(1）基杢司直に策定又は変更
ω市政の各分聖子における政策及。昔笛有の墓誌治甘な苅向性を定める長期にわたる計画又l対旨針（行政内部。：管

理に係る計画又l:t指針を除く門）のうち特に重要なものに策定又主変更

ω姉扮都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの
」戸－-－田－－－－－－－－－ーーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーー－－ー』 一一一一一一ー一一一ーーーーーーー回目白ー ー自由

。神戸市議会基本条例（抜粋） （平成24年6月29日剣列第4号）

信溺夫新宇）
第8条地方自1創去昭和22年法律第67号）第96条第2項lこ規定する剣¥iljてや定める議会。つ議央寸べき事件

は次に掲げるものとする。
(1）基樹蒋想怖政o：総合的カνつ計画的td'.j霊営を図るために長期的な展望に立って定める構想］ 0:策定，変更

又は島止
ω某本言十画傍財王構想に基づき市政宝噴出こ係る政策及ひ泊旅の基却拾加古］を総合的カ叫本系的こ定める計

亘Lの策定i変更又は恥止

( 2）見ljに条例で定める旨を規定

圃

<12都市＞

神奈川県、岩手県、大分県、宮城県、長野県、群馬県、 j中高島県（※）、

さいたま市、名古屋市、新潟市、北九州市、静岡市

（※）談会基本条例で出動！t朝二条例を別途定めるとしているが、現時点では末市蛇

。争時JII属議会基本剣列（扱粋） （平成20年12月26日条例第68号）
（他の条例とに関係9

第17条この初比県議桧の基本となる事項を宝める条日lであり、県議桧に関する他の条列を制セし、又

は改廃するときは、この条恥趣旨を村士に尊主主しなけ相まならなしも
2 議員定数、定{71陰、委員会、政調踏賞、議会図書室、議開酬、議会の議決に付すべき羽牛等について

は、別に剣列て定めるc

~－ 

1 



・神奈川県行政Iゴ系る基柏守垣間を議匙Z諦来事件として定める条例彼拘 （平成16年10月26日j制館58号）
（目的）

第1条この剣列は、地方自J白土問和22年出1r第67号）第96条第2項の規定に基づき、県府政に係る基
キtl'Jな五｜画の策定当を議会の議決事件とすることにより、計両の策定樹消から議会方形点E的な役割を束たし、
もって県民の視長に立った総合的カvつ実効性の高い県行政の吏なる描隼に資することを目的とする。
は調

第2条この条例こj如、て、 「鳥何十画¥i,¥j とl土、次に掲げる計画当（夫副知品iが5年未満のものを除く。）
をいう。
( 1）則前制定に係る政卦：及。昔臨め基本的な方向を総計0カ吋押泊01こ定める計画、捌その他これらに
煩するもの（次引こ定めるものを｜徐く。）

(2) 附子政卦買に係る政策及じ闘に基判守な方向を脳或ごとlご総合的Aη体系保」に定める計画、臨十その
他これらに煩するもの

(3）前2引こ掲げるもののほれよ開放の各分野における政策及叫蹴の財閥な苅討を定める計画、棉十
そOf也これら1＝.；：買するもの U去令制見定iこより、その策定引が~＇定められているもの又は知事その他の執
行機対（以下「知事等j としづ。）が策定することとされているものを除く。）のうち、行政濯営防寺に
重変なもの
~~＆会の~w。

第3条知事司土、劉苦悩等を策定し、又は：！£賀する（次に撒ずる事頁に係る場合に限る。以下同じ。）に
: 当たっては、次に掲げる事項倍以Z計画等を変更する場合にあっては、当該変更に係る部分に限る＇ ）につ
: して、議会広議売を経なければならなしも

( 1) 基ポ計両等のうち基材茸怨に関すること。
( 2）基メド計画取コ苅闘同調すること。 : 

: ( 3）樹計曲等の実胞に関し必要な政策及ひ古蹴のうち、＆同なものに巴肘ることc : 

: 2 士時碍は、基本計画等を廃止する僅本計画等の諦包期間のI前了に伴うものを除く。以下同じ。）に当た l
つては、私会日；議決を経なけれはならない。

12 議決事件指定条例、計画議決条例を制掴

<24都市＞

三重県、福島県、神割｜｜県岩手県大分県、宮城県、北低亘（※）、長野県、石川県、奈良県、

京都府、広島県（※）、郵£黒（※）、兵庫県、島崎県、群馬県宮崎県、鳥取県（刻、

さいたま市、名古屋市、広島市、新潟市、北九JJ'ifF!l、静岡市

以）議決ミl刊日主主計fljはあるが、 『基本的な計削を議惜敗とする規定はなし五

圃 一一回－－－－－－一一一一一一一一・福島県行政封制系る基相せか対始的な計画を議会0主義夫調牛として定める完封列制卒。
L平成20年3月31日条伊跨11号）
（目ドド》

第一岩手、こσ：鮪Ul:l地方自治法問亡十二府剖現六十七号）第九ート宍条第二駒コi綻に基づき、府散誠
lこ｛系る基柏甘かてオ合合的場回防策定等：｛；＇.；説会端訣事件として工E:li）ることにより、 P早1マ漁託を受けた議会が
私個拘な役割陪果たし、もって県去叫礼的と立つf調布政州雄に資することを目的とする。 : 

. G1l紋寸べき音11司 : 

L 第二条繍認める照明明？型？？竺~~~~j~~－~~停門官庁：j~－~とすa ----_-_.) 
麟閥市議急税制こ付すべき割引こ関する条例（t時） L平成18年12月18日条伊鹿ω号）

倍以~｛＝.｛＞］すべき朝刊
第2条次にゆずる事件に七レ、ては市議会司遣先~経なは判まならなしも
(1）劉棚田、（市における総合的抗計画悦行政運営剖図るために定める槻1加、う。以閉じ）及。注射十
画（尉寸＼•i!J"，を実現するたbむの基柏拾前回で，市政全般と係る政策及。すJ蹴次注鉢的な方官］を術評よかっ体斉射
に定めるものをし、う。以刊司じ。）時院変更又は閉止

ω 州政樹賄又防長主I都市ロ功1鵡スl二漁協出
。） 却阿古畑却］訴口13情胡努100号う第18ゐl2 Gへ規定によりおめる都師団こ関すξ尉王的ft）］，仲湯抱
変更又は風土

13 条例なU
<2都市＞

高知県、鹿児島県

2 



＜参考2>
議決対象となる計画等の範囲 （注）。二議会基本条例、．＝その他の条例

11 基本構想を規定している都桐

<7都市＞

さいたま市、名古屋市、広島市、新潟市、北九州市、神戸市、静岡市

圃
'. （名古屋市市会錨彰夫すべき事件寄こ関する条例（抜粋） （宅戒22年3月16日条flil館1号）

綴決すべき事牛）

第2条自治法第96条第2項ロコ柿主に基づく市到こおし寸献すべき覇市土次のとおりとする。

(1)基村議想（本市における給計加τ相酌な何攻。渥営剖図るための！/I話国をし、う。以刊司じ。）及む味合合昔個

僅主楠想Jと基づき、瓦軸加盟lこ立った市政封知こ係る政策及。青蹴の基楠な対古］「生を総伯切り体捕甘

に定める計画をし、う。以刊司じ。） （！；策定、変更総合的耳にあっては翻W五芝更釘除く。以刊司じ。）又は

廃止

(2）名古屋主巷管醜胎設立に伽＼本市が愛知l販 L氏名古屋主ぎ自主組合と繍古する職員の身分、財産籍こ関する協

定

12 行政全般に係る基本的な計画を規定している都桐

圃

<23都市＞

三重県、福島県、神剰｜｜県、岩手県、大阪府、大分県、宮城県、長野県、石川県、奈良県、

京都府、兵庫県、長崎県、群罵県、宮崎県、

川崎市、さいたま市、名古屋市、広島市、新潟市、北九州市、神戸市、静岡市

・三重県行政に係る基本的な計画について議会均宅義夫すべきことを定める条例（抜粋） ' 

（改正平成22年3月29日条伊館20号）

備肘ベき副司

第二条丸防自任i法申百干口二十二制宏律第六イ七号）第九十六条第二項ぬ規定に去っき、次に掲ずる言晒σ策定に
ついて、議会明弱夫すべき朝牛とする。

一県知交錯生ば系る政策目的を遥JX:オるた陀rT;脳陣を総合的方Yコ体調甘lおした中長期包な吉個

二前号iこ掲ずるもののほれ県行攻におけξ基柏持政策目的をi章宏オるため0方修鰐討恰的カり隔制と

示した中足掛ヲfよ計画ておって、よ尉7敢に品、て相こ重妻Jよものと認められるもの q論又ほ仙の翁例に定め

のあるもの創除く。）

『一一一一一一一一ー』一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一回一ー目ーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一同一『目周回－－－－－－－－－－－一一一一一一一一一－－－－－－－~

1・躍務望講画。主義夫等に関する完封列件勝争） （平成17年7月19日制館田号）

: 鮭ぽ献すべき割引

第2条次に揚アる訴時（以下「基相画という。） 0〕策定、変更傍2号に十il~fる計画にあってl本当謂十

回フコ鶏恒方抗措毎朝同放."Cf±!要な目関ゴ系るものlゴlj'kる。）又ゆ剤こは叫一自制去明間22弔安律第67号）

第96条第2項の規定により定める議会｛ぽt¥i史寸べき事件とする。

(1）尉市OJ,(;合合印寸村直前週営を図るための基材開、

(2）前号こ；掲Tるもののほか、尉散命t又こ係る政策及び臨策の軒剥な苅右］を定める言冊

1 



j3 各分野における基本的な計画を規定している都制

圏

<12都市＞

三重県仏）、神割II県（ム）、岩手県（ム）、大分県（ム）、宮城県、奈良県、京都府仏）、

兵嘩県（ム）、長崎県、君主馬県（ム）、宮崎県（ム）、 ）11崎市（ム）

以）ムヰ制改燥を「特に重県なものj等に［lf;l/E

！・（岩手馬県側調する開情調磁器刻こ脚る鮒l柵（平成時3月31日柳原11号

仏首裁

第2条この条例［こおし、て「出可恒降」とl丈次lこJ望日ナヨ計画等をし、う。
（！）府政ロ治協こ係る政策如弛策。〕基材Yよ加を総合向η 府抑弘める計凪揃1そσ：也これらlこ開

るもの

(2）前i'H~￥t!Jfるも江のほか、現兎保｛瀦詩止 E出筑顎L 討会主専問席、教育その幽J根市出こ関臨戦く、か

つ、県旬主ηE営上物こ重要と認められる'JJillHこおける政司王及びJ包策の翠l;iq均な加古］を定める言！画、十齢十その也

これらは針→るもの

・記鵡側二院副体調主主義制融調牛として定める条例柵 （平成時3月31日制悌11号） ｜ 
Qti献すべき計画

第二条矢l司叩〉他じ附t閥：玄沙〈にこ掲ずる~I画信↑画関r占泊1五

l:l事E止するに当たつてl:l入議会d右混史；を経なl士オuまならなしL

~ ~開放全捌こ係る政策及(JJ蹴の＆附な均向針告合伽γコ本軍泊切と忘める計画

二前域ニ掲ずるもo;O）［まか、l将司如洛分野：：：：！＇3ける回線及L昔踊の基材Y品 1句を定める計画他ι矧』こ議

会ηii：／語文一 定めのあるtの剖除く。）

・帯闘行関こ係る基柑ザ4書官邸活裁定専に関する条例件妹都 （平成20年3月31日剣伊原11号）

は謁

百~2条この矧iおむYて「基端i1萌Jとは次に掲ずる言闘で棚iJで定めるものをu、う。

(I）汗赦全般に係る政策及明証最初樹立的な苅句配給命切り体持切こ蹴る計画その他こhlごJi貯るもの

ω厄盤2金盟主旦ヨける政策及ひ背臨の樹立的な柿］を忠める計画その他こオll::J[t'j-9るも広で、計11l!防相似開リ

どして3隼以臼コもの

．群馬尉守耐ご係る基持団0充義実事二関する条例件妹都 （平成20年3月27日剣F箆21号）

仮調

第二条この条駅持、て「樹立計1司とは知事ーそ州也つ鞠子悩羽似下「土時等」とし、う。）カ現淀する計画、

J酸｜その他これらに殺するもの θ訪回抑制5五年対前のも伝部士く。以下宿｜直閣とし、う。）のうち、次l乙掲

げるものをしづ。

一県却炉錦主に係そ出fi及時闘の割司1'JfJ::!51向を総合的方寸特訓こ定討る計置得

二前号tニj{2JifるもU)O）［まか、県〕j])(O冷分切とおける再検及ひ価総〉左胸i'y＇；ょん1古jを定める計凶轄のう弘県

千五改O)j'f16Jto:tc::oツ聞こ重更なもの

2 



14 議決対象となる計画の計画期間

<9都市＞

( 1) 5年以上の計画

<6都市＞

神奈川県、大分県、宮城県、奈良県、兵庫県、群馬県

圃
！・犬繍 澗 鳴 る 関 幅 四d満期調する矧（榊）（弔問年12月19白書羽詰両 ' 

従菊

第二条こ0主条例こおして「基材ヲな計画とは次に掲げる県の計画部、う。

一騎散命卸こ係る政策及ひ施策ロ場附な坤］械命制γコ隔剰と定める言抗菌その他こruミ類するもの : 

二前期乙J-!¥lfるも広のほか、府摘の各分豊百三品て県民自由こ連崩こ関わξ政策及。青跡の基柏な加を l

i欄句こ定める吉田川也こ制改貯るもの信i醐「占が五年病前のもの撒く。）のうち、病散防盤上！

枇重要なもの ｜ 

( 2) 3年以上の計画

<2都市＞

京都府、宮崎県

圃
・宮崎病五闘ゴ系る基柏守7晶画σ識延期こ関する条例改燐わ （平成20年3月26日j矧跨19号）

仮調

第2条この条例こおして h基柏Ji;ぷ棺Eむとは次店主主詰Tる県！！：計画信植草切羽；3年病前のもの創除く門）をい

フ。

(1）県行政の卦対こ係る政策及ひ激策の基材包な方向を総合自切り体調JIこ.;E.める言！画

(2）前期こ揚ずるも（））（））i'JiP、病百州側諸いて県抽出ミ醐と関わる蹴及胡蹄唯淵な加を体j
鶏均に定める計画のうそ入尉王政淫営一一七州こ重要なものと議会カ認めるもの

』一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一ーーーー』一一一一一一一一一．

(3) 2年以上の計画

<1都市＞

長崎県

・同局尉玉樹こ係る基制力fJ宕閣につい古絵0滞失調牛と定める条例傭絢 （平成15年10月14日条伊悌ω号）

白紙すべき嗣9

第2条知事そ広他広場何繍3ヨIi,次lニ掲ずる計画伺醐聞が2年樹首のもの創除く 0 ）を策定し変更しへ又

は廃止するに当たってはあらかじめ議会の議決を総相対Uまならなしも

(1）尉官話通気三係る政策及的協の基本がYょj摘を総合糊η 府開こ定める計画

ω前期三掲ずるも6切りlおうえ賄了政：er;各分型HとおL、て悲↑唱力な加古］を定める言｜画庁＇ti令又［士他の条）＇1J1こ定討のあ l

るもの針主主く。）

3 



＜参考3>
計画策定等に係る議会の関与（議決を除く） （泊。二議会基本条例、．＝その他の剣列

11 議会基本条例において規掴

<11都市＞

( 1 ）作成時等における説明

ア議会への説明を義務付けている都市

<3都市＞

広島県、長崎県、神戸市

圃
。島崎馬裳会基本割列（抜粋） （平成24 年3 月 30 日条1~ 第 34 号）

信桧八の説明きお

第13条央時時比予算P：調製をしたとき又は県攻に係る基本計直得につして、基本方針、素案その他

のこれらに類するものを作成し若しくは変更したときは議会にその内容を説朋しなけれまならな

イ 議会への説明について努力義務を規定している都市

<7都市＞

神奈川県、長野県、高知県、石川県、鹿児島県、川崎市、新潟市

圃
。神奈川馬設会基本調列 C抜粋） L平成20年12月26日条伊悌68号）

保議会吋来期月期

第15条婦帯丈予期献方針を定め、若しくは予算を調製したとき又は賄吻こ係る基持恨轄の重

要お攻策若しく（:ljj低和こぐして、基本方針、素案その他これらに類するもσ：剖骨戎し、若しくは変更

L主主主は、里議会にそ0:内容を言期月するよう努めなけ判まならなしも

ウ 議会への説明について必要に応じて求めることができると規定している都市

<1都市＞

愛媛県

。雲設展霜養会基本条例制粋） （平成23年3月18日条伊慌34号）

鍾要な政策こ島廿る餌1ヰ骨献望日 : 

第19条議会は、失時蒔が県教に係る基持惟誇靴重要都攻策又は施策を作戒し又は変更するときは l

必要国じて、割当附E計版ひ鞠月を求めるとともに、臨する政策立案及。嚇提言を行うものと j

すξ。こに場合において、長時蒔は、これらlこ誠実に主布芯するものとする。 ： 

1 



12 議決事件指定条例、計画議決条例において規掴

( 1 ）立案過程における報告

<9都市＞

岩手県、大分県、長野県、石川県、京都府、君主馬県、

さいたま市、名古屋市、北九州市

困

（基持十函等の立案過程における議会への朝陪、土ミ表等）

1・（岩手県J県行耐二関する基材号揖閣の議刻二関する条例（槻キ） （平成15年10月9日条伊慌臼号）

第4条知事等は、基本計画等広策定又は変更をしようとするときは、その立案潤却とおいて、次

に掲げる事買を議会lご報告し、及。説明するとともに、併せて当該事項を公表し、県民及E庫業

者並びlこ市町村の意見が反映されるよう必要な措置を講じなければならなしも

(1）基本計画等の策定文は変更をする趣旨、目的、背景、中尉矧去令等

ω基本計画等の室E盟霊

。）基本計画等の実施に係る経費その他当該基本計画等の刻包に関し必要と認められる事項

L一一一一一ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーーー－--－『一一一一一一ー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一

・京部前何&Iこ係る基本的な計画信義煎事に関する剣列件勝年） （平成20年3月31日割F館 11号）

信桧へ岬陪）

第4条知事唱;J:，基持寸画を策定し又は変更しようとするときは、あらかじめその目的又は理由及び

そ調理念議会lこ報告し7抑制まならなし1

・（名古屋市）市釘コ議決すべき事件等に関する割列（抜粋） （平成22年3月16日制伊館1号）

（立案醐呈における報告）

第3条市長l丈基材開文I：：！請合合官咽の策定又は変更をしようとするときl丈その茸謝盟こ;jccしく 1

某端鞠又l訴ま合昔咽<r策定の目的又lま変更¢理由及。えそσ7案m概要をす官。：常任委員会に幸陪しft:.

lttuまならなしも

' －－一一一一一一一一一一一一ーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一ー一一一ーーーーー－－－－－－冊目白一一ー－ー一一一一一一一一一ーーー一司

・~i:Ju}I怖市行政lこ係る重要な計画の議実等に関する条例件妹半） （平成20年9月8日制担館43号）

信義会吋り報告）

第4条

2 市長そ叫也の鞠苛摘は、市内政に係る重要な言栖広策定又は変更をしようとするときは、その立

案過租こおして、策定の目的又ぼ変更岐望白及ひその概要を脅詮におして所管の常任委員会に報告し

なけ判主ならなしも

2 



( 2）実施状況の報告

<11都市＞

ア毎年度、議会への報告を義務付けている都市

<6都市＞

岩手県、長野県、石川県、兵庫県、名古屋市、新潟市

画
f I幌町用時養舎の識刻こ付すべき割引こ関する条例（抜粋） （平成18年12月18日：紳館ω号）

働蹴 兄0)報告）

｜ 第3条市長は盆盟主基持晒の実嗣犬況を市議会に報告しなけれ主ならなしも

イ 必要に応じて議会は報告を求めることができると規定している都市

<2都市＞

奈良県、宮崎県

圃
・奈良県の尉育改に関する基相知計画等を議会の議夫すべき事件として定める条例（樹争）

（平成20年7月11日制伊原10号）

犠会吋潮告）

第4条議会は病予攻叫信隼のためU必要があると認めるときは基本計恒障を策定した長時蒔に対

し 第2条第2号に掲げる言博醇ゃっ実抱肉Fもの報告を求めることができそ。

2 嬬噂は、前項明日告を求められたとき比通新ょく、当競幅鞍演抱閃兄を議会1~￥惜しなけ

オUまならなしも

: 佐義）
；第2条
: 2 県行脚各分野における駄的な政策又は蹴の方向を定める計画等（齢により知事そ哨の執

行機関似下「知事等Iとし、う。）が策定することとされているもの及ひ滑定の雌或を対象とするもの
を除く。）であって、当該計画等の期間が5年以上であるもの

ウ 上記ア「報告義手釘寸け」とイ「報告を求めることができる規定」を両方規定し、計画内容によ

り使い分けている都市

<3都市＞

大分県、京都府、さいたま市

固一一回目
・さいたま市議会の議決すべき事件等lゴ関する条例（抜特 （平成20年3月27日条伊慌21号）

傍弛閃51P潮告）

第4条市長は、盆担妻、前明支中の基本言十直抗期制閃兄を議会に報管しfJ:o世相まならなしも

2 議会は、市行攻。荷台合的カづ晒的材陣のために必要があると認めるときは市長等に対し、実

踊植汲ひ各布脱却と係る基柏り清酒σ：諸制兄明暗を求めることができる。

3 



(3）首長等への意見

<16都市＞

神奈川県、岩手県、大分県、宮城県、長野県、石川県、奈良県、京都府、兵庫県、長崎県、

群馬県、宮崎県、

さいたま市、名古屋市、新潟市、北九州市

困
．神奈

（平成16年10月26日条停館58号） 

t長時苧刈F〕意見j

第4条議会怯本県を取り巻く紅会面斉時Wコ変化等沈理由により、議決しだ昏特和轄を変更し、

又は駐l::i－ることが必要であると認めるときは嬬講に対し意見を近バることカ2できる。

．宮崎県行政に係る基本的指咽信敏等に関する条例付焼わ （平成：！D年3月26日条伊障19号）

t失時帯 --fl),意見j

第5条議会は、尉下此の間醐切￥）＇効軸拍描隼じたためl設庁たに某本唱力話抗面を策定する必要がある

主量生主よ主は、嬬蒔に対し、煮見をiztバることができξ。

2 議会は、程合経済情勢の到じその他用リσ王事情こより、策定されてしも基柏包括幅を変更し、又

同動止する必要があると認めるときは失蒲等に対し、意見を述パることができる。

・さいたま市議会の識夫すべき事件等に関する条例（掛字） （平成22年10月1日条伊館49号）

（市長等lこ文村一る意見等）

第5条議会l立入社会経済育勢の＼［＇（陣。理由により、制百攻における基材りな計画を変更い文 l諸十

直開問。五首了前山廃止する必要があると認めるときは市長等に対し煮見を廿くることができそ。

2 市長等は、前項の規定により意突が述べられたときは、議会に対し、当該意見に志村ーる見解をiztバ

ることがてマきと。

4 



大分類「（4）議会の組織・権限・審議」に関する検討項目について 3 
・中分類①組織

会派等提出の検討項目 横浜市会の現状 協議の方向性

a 会派 交渉会派 1 交渉会派の定義
・交渉会派の定義見直 「5人以上の所属議員を有する会派」 現行どおりでどうか。
し（民主） （市会運営委員会申し合わせ・確認事項） （市会運営委員会で必要に応じ協議されている）

をいい、団長会議への出席、市会運営委員

－会派拘束（党議拘 の害rjり当てがある。 2 会派（党議〕拘束の原則廃止
束）を原則廃止（民 会派内の問題であり、委員会での協議事項になじまない。
主）

－会派のあり方 3 会派のあり方と活動
－会派のあり方と活動 「会派は政策の決定及び形成に資するため 市会運営委員会申し合わせ・確認事項での「会派のあり
（会派性の担保と役 その理念を共有する 2人以上の議員を持つ 方」に加え、議会活動のための会意派結成、政策立案・決定・

害rj・権限） （公明） て結成する。 J （市会運営委員会申し合わ 提言等における会派問調整、合形成に努めることなどを
せ・確認事項における会派に関する要項） 定義するか。

b. 補助体制 ［議会・議員］ 議会機能を強化（事務執行の監視及び評価、政策立案及び政
－政策提言・立案を充 委員会活動における参考人招致（テー7 によ 策提言）するため、
実させるためのサポー り所属委員以外にも広く呼びかけ）や議員連 1 議会活動の必要に応じ、条例設置の附属機関、議決設置の
ト体制の必要性（民 盟などの議員活動や会派活動において外部有 調査機関・検討会及び公聴会、参考人招致などの制度による
主） 識者の知見を活用 学識経験者、専門家など外部有識者の知見を活用していくこ

【議会局体制等1
とでどうか。

－政策調査・立案機能 －局長、富lj局長
2 議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かっ効率

の強化（当局） 総務課（ 1 6名体制） 的に行うために、議会局全体の機能強化を図る必要があるこ

・議事課（ 1 6名体制） とから、組織体制の整備及び人材育成を進めていくことでと

－政策調査課（ 1 7名体制） うか。
・議会局総数ニ 51名体制（嘱託員除く）

《政策調査サポート体制》
委員会担当、会派担当、法制J等担当を配置

－自主調査に基づく刊行物を発行（市会
ジャーナノレ、法制レポート、判例情報）
－市会図書室の運営
－市会情報システムの運営

「法務分野人材育成計画」 (i"f務局
H24. 2）に基づき法務分野の人材を全庁的に
育成。また、 「政策調査課職員育成ピジョ
ンJ （議会局H23.9）に基っき、課内にお
いて人材を育成

c. 委員会構成 －現時点でB常任委員会及び7特別委員会を 1 常任委員会
・特別委員会の位置付 設置している。 機構改革や局事業の関連性などから、その都度所管局は議
け（民主） ・各常任委員会の委員定数は 11人及び10 論されており、また組織（局数）からも、現行どおりでどう

人 ~，。

－常任委員会、特別委 ・各特別委員会の付議事件の調査研究を目

員会の委員会数の見直
的として、委員聞の意見交換、事例視察や

2 特別委員会
し（ヨコ会）

参考人意見聴取などを行い、結論が得られ
付議事件を調査・研究テーマとして、委員開討議や有識者た時に報告書を提出する運営方法としてい

る。 の矢口見活用による政策提言、意見型の運営方法としており、
また、市会運営委員会において、役員改選の都度委員会の見
直しを協議することから、現行どおりでどうか。

d 委員任期 1年（委員会条例第3条） 委員任期は現行どおり 1年とすることでどうか。
－議会自身について
（活発な議論を実現す

るために） （みんな）

e. 協議文は調整を行 ［議員・委員間討議］ 委員間討議
う湯 田本会議においては、議員提出議案に対する 必要に応じ適宜委員間での討議は行われているが、引続き
－議会自身について 質疑や討論が行われている。 討議により合意形成に努めることでとうか。
（活発な議論を実現す 常任委員会では、質疑時に必要に応じ適宜

るために） （みんな） 実施しており、特別委員会では、テーマに 2 協議又は調整の場
沿って討議を実施している。 議会の機能強化、議会活動を円滑かっ効率的に行うために

【地方自治法第 10 0条第 12 I頁に基つく協 必要に応じ協議又は調整の場を設置する。また、回長会議、

議又は調整の場］ 全員協議会なと必要に応じて会議規則で位置付けていくこと

地方自治法の規定に基づき会議規則等に規 でどうか。

定した協議・調整の場は設置していない。

I 議員連盟 議員連盟が設立され、議会局が庶務を担任し 議員の活動として、目的達成に向け効率・効果的に行うこと
ている。 でどうか。

g. 詞査機関 設置した事例なし b 補助体制に掲；j古



・中分類②権限

会派等提出の検討項目 横浜市会の現状 協議の方向性

地方面否忌第96条第2項に基づく議京事件の括天
基本構想及び基本的な計四等を議決事件とすることを条例

で規定することでどうか。また計画策定等に係る議会への説
明または報告（議決を除く）を求めることでどうか。
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2 委員会審査のあり方
常任委員会、予算・決算特別委員会審査において、独立行

政法人を含む外郭団体への審査を適宜実施するとともに参考
人制度などを活用し、審査のさらなる拡充を図ることでどう
カミ。

b 議員提案の仕組み｜・常任委員会において、所管事項に属する事｜ 現行の市会運営委員会申し合わせ・確認事項友び司妄至議f主主
・積極的な議員提案 ［務について委員会提案による議案を提出 ｜定に加え、議員提出（委員会提出）条例の取り扱い方法や、議
（政策提言）の仕組み｜・特別委員会において、付議事件の調査・研l会局の処理すべき事項等についてノレーパ化してはどうか。
（公明） ｜究を行い、結果を議長あて報告 ' 

1※特別委員会においても委員会提案による議

．政策に係る議員提出｜案提出は可能
｜ 「議員提出議案について」 （市会運営委員

議案を提出する際の当｜会申し合わせ・確認事項）
局とのルーノレ設定（当｜・「会派（賛成者）による条例の制定 改廃
局） ｜の議案提出前の立案手続き」 （団長会議決

定）
・議員提出議案の提出について議会と当局で
取り交わしたノレーノレはない。

＠中分類③審議

会派等提出の検討項目 横浜市会の現状 協議の方向性

b. 会期 定例会の本会議初日に会期を決定 1 会期の決定方法
－会期の決定方法（民 －会期日程については概ね2カ月前に運営委 会期日程は概ね2か月前に市会運営委員会で決定されてい
主） 員会 E決定し周知している。 ることから現行どおりでとうか。

運営委員会で決定した会議日程の常任・特
別委員会枠内で、各委員会ごとに正副委員 2 会期中の日程調整

・会期中の日程調整
長、委員及び執行機関と調整し日程を擁定 会期日程を最優先とすることを市会運営委員会申し合わ

（民主）
－年4回で年間会期日数は 14 7日程度

せ確認事項としてはどうか。（平成22年6月7日開催の運営委員会決定
に基づき、会期枠内に特別委員会、予算研究

－定例会の回数・会期
会、決算特別委員会及び行政視察日程を組み

3 定例会の回数・会期入れることとし、平成23年第3回定例会か
（公明） ら会期枠の拡大を図った） 通年議会を初めとした定例会のあり方については、今後、

・平成23年実績 議論していく必要はあるが、市会1豆営委員会において議論さ
－議会自身について ( 1定） l月28日～3月 18日 れ、会期枠が拡天されたことから現行どおりでどうか。
(I舌発な議論を実現す ( 2定） 5月17日～5月31日

るために） （みんな） ( 3定） 日月 2日～ 10月28日
(4定） 1 1月29日～ 12月16日

2 



会派等提出の検討項目 横浜市会の現状

c 言扇つ夜1属 蚕 l T言語震の言語及び審査結果嗣］
・本会議 委員会（詰l詰願は、全て委員会付託している。詰願者に
願、陳情審査）等議会！は、採択・不採択の結果を通知しているが、
審議・活動（自民） ｜平成20年目月 3日開催の運営委員会におい

iて、審議等の結果は、本会議傍聴、インター
・請願などの審議方法｜ネット中継、モニター放映及び議事録から知

｜るととができるため、請願者への通知文には
（民主） ｜理由を付記しないととを決定している。

・請願と署名議員の公｜［陳情の審査方法及び審査結果通知］
正化（議員の自己請願｜陳情は、委員会審査の効率化を図る観点か
の取り扱い） （公明）｜ら｝平成 10年4月より、横浜市会話願及び

｜陳情取扱要綱の規定に基づき、地方自治法第
陳情もすべて付託しI9 9条に関するもの（意見書の提出）及びそ

て審査する。 （共産）｜れに類するもので必要と認めたもの（決議を
｜求めるもの）について関係委員会に付託しそ

．請願書及び陳情書のlの結果を通知している。
あり方と紹介議員の取｜それ以外のもの（行政要望等の陳情）につい
り扱い（ヨコ会） ｜ては、運営委員会において、効率、効果的な

l委員会審査の観点から付託しないことを決定
しており、執行機関に回答を求め、陳情提出
者に通知している。

［紹介議員l
詩願を審査する委員会の委員は、原則紹介議
員にならないこととしている。 （慣例）

［請願紹介議員からの意見聴取］
横浜市会請願及び陳情取扱要綱では、紹介議
員は委員会の要求に応じて説明しなければな
らないと規定しているが事例はない。

［自己諾願］
自己詰願に関する申し合わせ等はない。

協議の方向性

1 請願・陳情審査及び審査結果通知
市会運営委員会において議論されてきている経緯があり、

審査等での支障が見られないことから現行どおりでどうか。

2 議員の自己請願及び紹介議員
①議員は、本会議の一般質問において、市政課題に関する質
問や市政調査等を行うための発議ができる。また、所属する
委員会において、その所管事項に関し、課題に対する質問や
調査を行い、課題に関する発議ができる。
②自己請願では、審査・採決において、請願者及び紹介議員
の三つの立場が生じる。
以上のようなことから自己諮問買の取り扱いをどのようにす

るカミ。

d 予嘉言蚕の審査方
j去
・予算議案の審査方法
（予算研究会、予算代

表・関連質疑、局別審
査、 Ii¥合審査）の再検
討・見直し（当局）

・予事務克歪4日（各委藻7
本会議
予算代表質疑1日（交渉会派）
予算関連質疑1日（各会派）

・予算特別委員会（ 2委員会）
局別審査 10日
総合審査1日（連合審査）
常任委員会への審査委嘱4日（常任審査）

予算議案の審査方法
現行の予算議案の審査方法について見直しするのか。
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パソ己ヲ否尋込み等
パソコン及び携帯電話等の持ち込み、プロジェクタ一等の

使用などについては、今まで、市会運営委員会において議論
されてきていることから、これまでの経緯を踏まえ市会運営
委員会に協議依頼することでどうか。

f 探決方法 ｜ 現行、本会議・予決算特別委員会では起立
・議案等の電子採決 ｜採決又は簡易採決、常任委員会運営委員会
（押しボタン式投票 ｜は挙手採決又は簡易採決を原則としている。

の）導入

委員外の発言 ｜・委員外（傍聴）議頁王認可モ下~ 頁至歪音上、委頁lJr議頁の発言は、
．議員相互で意見交換I・ 委員外議員の発言は委員会の許可制とし叶ていることから現行どおりでどうか。
を行う。 （共産） ｜いる。

電子採決の導入
他都市での導入実絞、費用対効果などから現行どおりでと

うか。

委員会の許石市1とZょっ
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